
令和５年８月３１日 
報 道 発 表 資 料 

令和５年９月８日から市営住宅の入居者を募集します 
 
１ 募集戸数 

空き家１６７戸 

募集する住宅を９月４日（月）から川崎市住宅供給公社、まちづくり局市営住宅管理課、区役所、

支所、出張所、行政サービスコーナーと川崎市住宅供給公社ホームページで公表します。 
 

２ 募集のしおり（申込書）の配布・受付期間 

令和５年９月８日（金）から９月１５日（金）まで 
 

３ 募集のしおり（申込書）の配布場所 

川崎市住宅供給公社、まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課、区役所、支所、出張所、 

行政サービスコーナー、かわさき情報プラザ、川崎県民センター県民の声・相談室、 

シニア・ジョブスタイル・かながわ、国際交流センター 
  

４ 申込方法 

郵送（令和５年９月１５日（金）の消印まで有効）又は川崎市住宅供給公社の受入箱へ投函（令和

５年９月１５日（金）午後５時１５分締切） 

  募集の問合せ先 募集専用電話 ０４４－２４４－７５７８ 

申込書郵送先 〒210-0006 川崎市川崎区砂子１－２－４ 川崎市住宅供給公社住宅部市営住宅管理課 
 

５ 抽選及び抽選結果発表 

抽  選 令和５年１１月８日（水）公開ではなく、市職員の立会いのもと実施します。 

抽選会当日午後１時から午後５時まで、抽選会の様子を川崎市 

住宅供給公社ホームページで公開します。 

結果発表の掲示 令和５年１１月９日（木）各区役所に掲示 

※川崎市及び川崎市住宅供給公社ホームページ等には令和５年１１月８日（水）午後２時頃掲載 
 
６ 申込資格 

住宅に困窮し、次の全てに該当することが必要です。使用申込者又は同居親族が暴力団員である場

合には、申込資格がありません。 

(1) 現在同居し、又は同居する親族があること（小家族・単身者向け及び単身者向け住宅を除く） 

(2) 市内在住又は市内同一勤務先に在勤１年以上 

(3) 計算した月収額が次の金額を超えないこと 

ア 普通世帯（特認世帯以外） 158,000 円 

イ 特認世帯（高齢者・心身障害者・同居者に義務教育終了前の子がいる世帯） 214,000 円 

※上記のほか、申込区分に応じて一定の申込資格が必要となります。 
 

７ その他 

市民広報：市政だより９月１日号掲載、募集ポスター掲示、川崎市及び川崎市住宅供給公社ホーム

ページに掲載 

 

 

問合せ先         

（制度全般）             

川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課 立谷 

電話 ０４４－２００－２９４６ 

（申込手続き） 

川崎市住宅供給公社住宅部市営住宅管理課 戸塚 

電話 ０４４－２４４－５６７８ 



募集住宅一覧 

住 宅 の 種 類 戸 数 

空 

き 

家 

世 帯 向 け ５２戸 

若 年 世 帯 向 け １０戸 

子 育 て 世 帯 向 け ８戸 

世帯向け（高齢者・心身障害者世帯対象） ２２戸 

単 身 者 向 け １３戸 

小家族・単身者向け ２０戸 

多 家 族 世 帯 向 け ２戸 

シルバーハウジング単身者向け ２５戸 

シルバーハウジング世帯向け １１戸 

特別空家世帯向け ３戸 

特別空家単身者向け １戸 

募 集 総 戸 数 １６７戸 
 

（住宅の種類及び申込資格） 

世 帯 向 け 同居親族がある申込者を対象とした住宅（主として３ＤＫ） 

若 年 世 帯 向 け 世帯向け住宅のうち、高齢化率の高い住宅を対象とし、入居者全員が４０歳 

未満であることを申込資格とする住宅 

子 育 て 世 帯 向 け 世帯向け住宅のうち、未就学児童と同居する世帯を対象とし、定期使用許可と 

なる住宅 

世帯向け（高齢者・心身障害者世帯対象） 世帯向け住宅のうち、１階又は２階に位置し、高齢者世帯と心身障害者世帯を 

対象とした住宅 

単 身 者 向 け 配偶者及び同居親族のない申込者を対象とした住宅 

小家族・単身者向け 単身又は申込者及び同居親族の合計人数が２人以上であることを申込資格と 

する住宅（主として３ＤＫ） 

多 家 族 世 帯 向 け 申込者及び同居親族の合計人数が５人以上であることを申込資格とする住宅 

（４ＤＫ） 

シルバーハウジング単身者向け 申込者が６５歳以上であることを申込資格とする、高齢者に配慮した住宅 

シルバーハウジング世帯向け 申込者が６５歳以上であり、同居者が配偶者であるか６５歳以上の親族である

ことを申込資格とする、高齢者に配慮した住宅 

特 別 空 家 単身の使用者が当該住宅内で死亡して発見されるなど、室内で事故が発生した

住宅 

 


